
 

 
平成２０年１０月３０日 

報道関係者各位 
                       アーティクルマネジメント推進協議会 

含有化学物質情報伝達シート（ＲＥＡＣＨ対応版）の一般公表について 

欧州ＲＥＡＣＨ規則における高懸念物質（ＳＶＨＣ）の公表に合せ、これらの物質の情報伝達にも対

応したＪＡＭＰ ＭＳＤＳｐｌｕｓとＪＡＭＰ ＡＩＳの改訂版（Ｖｅｒ．３）を新たに公表いたしま

す。 

 

アーティクルマネジメント推進協議会（ＪＡＭＰ：Joint Article Management 

Promotion-consortium 会長・山本一元）は、化学物質（サブスタンス）・調剤品（プレパ

レーション）が含有する化学物質情報を伝達するシートとしてＪＡＭＰ ＭＳＤＳｐｌｕ

ｓ（以下ＭＳＤＳｐｌｕｓ）と成形品（アーティクル）が含有する化学物質情報を伝達す

るシートとしてＪＡＭＰ ＡＩＳ（以下ＡＩＳ）を公表していますが、今般の欧州ＲＥＡＣ

Ｈ規則における高懸念物質（ＳＶＨＣ）の公表に合せ、これらの物質の情報伝達にも対応

した改訂版（Ｖｅｒ．３）を新たに公表いたします。 

製品中の化学物質等の情報を適切に管理し、サプライチェーン（以下ＳＣ）の中で円滑

に開示・伝達することは、欧州のＲｏＨＳ、ＥＬＶ、ＲＥＡＣＨ等に代表される法規への

対応でますます重要になっています。例えば、ＲＥＡＣＨ規則ではサブスタンス（以下Ｓ）

／プレパレーション(以下Ｐ)に加え、一定の条件に該当するアーティクル（以下Ａ）も規

制の対象になります。より具体的には、ＳＶＨＣの含有濃度が０．１重量％を超えるＡを

ＥＵ経済域内で上市する業者は、サプライヤへの安全情報の提供（第３３条(１)）が、ま

た消費者からの情報提供の求めに対しては４５日以内の情報の提供（第３３条（２））が義

務付けられています。これらの責務を適切に果たすためには、ＳＣのあらゆる段階におい

て、自身が供給する製品が含有する化学物質を適切に管理し、自らの責任で円滑に開示･伝

達しなくてはなりません。しかし、最終的には１,０００物質を超えるとも言われているＳ

ＶＨＣを適切に管理し、円滑に流通させるためには、ＳＣを通じて川上から川下へと情報

を受け渡す新たな仕組みが必須となります。 

そこでＪＡＭＰは具体的な施策として、以下の(１)(２)（３）を提案しています。 

 

（１）ＳＣ全体を通して製品が含有する化学物質情報の授受を適切かつ確実に遂行する

ために、組織における含有化学物質管理のポイントをまとめた製品含有化学物質管理



 

ガイドライン（以下、管理ガイドライン）に則した管理の仕組みの構築 

（２）国内外の規制に対応可能な、製品が含有する化学物質情報を、ＳＣを通じて開示・

伝達する情報記述シートの利用（別紙１） 

（３）ＳＣ全体を通して製品が含有する化学物質情報を速やかに流通させる情報流通基

盤の整備および利用 

 

現在、Ｓ／Ｐに係る含有化学物質情報の授受は、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法

および特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律が定め

るＭＳＤＳがその役割を担っています。またＡの含有化学物質情報は、法的に定められた

伝達手段が無く、主に川下等の企業が行う調達資材に関する調査が、その役割を担って参

りました。 

しかしながら、これらの仕組みはＲＥＡＣＨ規則のような広範囲の化学物質の規制を想

定したものではなく、加えて、欧州のＲｏＨＳ指令対応の際に見られたような様々な調達･

調査が一斉に実施されることで、ＳＣの混乱を引き起こすのではないかという懸念もあり

ます。ＳＣでの混乱を避けるためにも、早期に新たな製品含有化学物質の管理体制を構築

する必要があります。 

そこで、ＪＡＭＰは川上・川中・川下の業界横断で利用可能な化学物質情報を授受する

方式の検討を続け、Ｓ／Ｐに対してはＭＳＤＳｐｌｕｓ、Ａに対してはＡＩＳを提唱し、

ＳＣの関係者に対してこれらシートの共通利用を推奨しています。管理の体制や仕組みに

ついては、組織における製品含有化学物質管理のポイントをまとめた管理ガイドラインを

提案しています。すでに３月に「ＭＳＤＳｐｌｕｓ ver.2」および管理ガイドライン（第

２版）を、さらに７月には「ＪＡＭＰ ＡＩＳ ver.2」をそれぞれ公開し、ＪＡＭＰのホー

ムページにて提供してきました。 

 

このたび、初の欧州ＲＥＡＣＨ規則のＳＶＨＣ公開のタイミングに合わせて、今後不可

欠となるこれら物質の情報伝達もできるようにシートを改訂しました。また、両シートの

対象法令の枠組みも今回整合化させました。さらに将来のＳＶＨＣの追加に伴う再調査の

負荷低減も視野に入れたＪＡＭＰ管理対象物質の再整理も行いました（別紙２）。これによ

り一層シームレスな川上・川中・川下間での含有化学物質情報の伝達が可能となります。

また、シート自体のフォーマットのＸＭＬ化により、デジタルデータの交換や取扱いがよ

り容易になりました。加えて、これらのシートを作成するために提供している支援ツール

も改良し、併せて提供します。いよいよ本格的に始まるＲＥＡＣＨ規則対応のためにＳＣ



 

を通じて共通利用できる効率的で統一性のある信頼性が高い仕組みが整ったといえます。 

 

ＲＥＡＣＨ規則対応では、膨大な量の情報を速やかに流通させることが求められます。

またＳＣにおける化学物質情報の変動にも追随できる仕組みが必要になってきます。ＪＡ

ＭＰは、この課題に対し、新たな情報流通基盤（ＪＡＭＰグローバルポータル）の構築を

進めており、来年４月の稼働を目指しています。このシステムでは、必要となる情報伝達

シート（ＭＳＤＳｐｌｕｓおよびＡＩＳ）を円滑かつタイムリーに提供および入手できる

ことを目指しており、ＳＣ企業における業務の効率化や情報の鮮度向上が期待されます。 

 

ＪＡＭＰの提供する成果物は会員内の川上・川中・川下企業の合意を以って策定されて

おり、それぞれの立場の意見に配慮されているため、ＳＣ全体で利用しやすいように工夫

されています。また、今後もタイムリーな改訂と適切なメンテナンスをおこない提供をし

ていきます。 

ＪＡＭＰでは１１月１７日から以下のフォーマットやツール等をホームページ上

(http://www.jamp-info.com/)から社会に対して公表する予定であり、広く会員外の企業に

も利用していただくことを推奨していきたいと考えています。 

 

①ＪＡＭＰ管理対象物質 ver 2 （管理対象物質の範囲および報告方法）  

②ＪＡＭＰ ＭＳＤＳｐｌｕｓ ver 3 フォーマット 

③ＪＡＭＰ ＭＳＤＳｐｌｕｓ ver 3 解説書 

④ＪＡＭＰ ＭＳＤＳｐｌｕｓ ver 3 作成の手引き 

⑤ＭＳＤＳｐｌｕｓ作成支援ツール 

（物質検索機能／ＸＭＬ入出力付き ver3.0 対応版） 

⑥ＪＡＭＰ ＡＩＳ ver 3.0 フォーマット 

⑦ＪＡＭＰ ＡＩＳ ver 3.0 作成手順書 

⑧ＪＡＭＰ ＡＩＳ ver 3.0 材質分類リスト 

⑨ＪＡＭＰ ＡＩＳ ver 3.0 作成支援ツール 

（物質・材質検索機能／ＸＭＬ入出力付き ver3.0 対応版） 

⑩ＪＡＭＰ ＡＩＳ ver 3.0 作成支援ツール操作説明書 

 

 

＜今後の予定＞ 



 

○ 今回の改訂を反映し、川上・川中・川下企業別、環境管理者・実務者別等対象を絞

った詳細な解説を行う実務者向け講習会を１２月より順次開催していきます。プロ

グラム等の詳細はＪＡＭＰのホームページより案内します。 

以上 

 
  
 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

アーティクルマネジメント推進協議会事務局 

社団法人産業環境管理協会 化学物質管理情報センター内 

担当：皆川、瀬良、傘木 

℡：０３－５２０９－７７０５ 

URL: http://www.jemai.or.jp    e-mail: jamp@jemai.or.jp 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙１

◆MSDSだけではREACH等国内外の規制対応で必要な情報※が伝達されない。

（ ※ 膨大な数のSVHC含有情報／用途制限情報ほか ）

◆国内外の規制対応対応では、川上からの情報提供が必要不可欠。

MSDSplus （川上→川中）

REACH規則等国内外の規制にも対応できる

Substance/Preparationの含有化学物質情報を提供するツール

（MSDSplus）が必要

JAMPの提案

MSDSplus : Material Safety Data Sheet plus
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Substance/Preparationの含有化学物質情報を提供するツール

（MSDSplus）が必要

JAMPの提案

MSDSplus : Material Safety Data Sheet plus

AIS （川中→川下）

◆アーティクル（成形品）が含有する化学物質情報を伝達する仕組みの確立が必要。

（ REACH対応では必要な情報の開示・伝達が要求される ）

◆REACH等国内外の規制に対応するための情報伝達ツールの確立が必要。

REACH規則にも対応するため、アーティクルが含有する化学物質

の情報を、製造者自らが開示・伝達する共通のツール （AIS）が必要

AIS：Article Information Sheet

JAMPの提案
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ＪＡＭＰ管理対象物質 

 

１．今回新規に追加した物質 

REACH 法 SVHC(Candidate List)、 

ESIS PBT(該当判定部分)（注※） 

 （注※）：67/548/EEC(付属書Ⅰ CMR-Cat. 1,2)とともに将来１０００物質になるとい

われるＳＶＨＣの参照リストの一つ 

 

２．従来からの対象物質 

・法規制 

化審法(第一種特定化学物質)、安衛法(製造禁止物質)、毒劇物法(特定毒物)、

2002/95/EC(RoHS 指令)、2000/53/EC(ELV 指令)、67/548/EEC(付属書Ⅰ CMR-Cat. 1,2)、

76/769/EEC(除：付属書Ⅰ CMR-Cat. 1,2) 

・業界基準 

GADSL、JIG から任意報告物質等のかたちで選定 

 

注：ＭＳＤＳplus とＡＩＳでは、使用目的の関係で、対象範囲が一部対象外になるも

のがあります。（詳細は今後ＪＡＭＰのＨＰ等から公開されるＪＡＭＰ管理対象物

質をご参照ください。） 

３．解説（ＦＡＱ） 

SVHC とは何か？ 

ＲＥＡＣＨ規則では危険有害性が高い物質は、当局の認可がないとＥＵでの製造と輸

入が禁止されます。それに該当するものが認可対象物質です。この認可対象物質は認

可対象候補物質から所定の手続きを経て選ばれます。この認可対象候補物質のことを

通常ＳＶＨＣ（Substances of Very High Concern）と呼びます。 

具体的には下記の性質を持つ物質が対象になります。 

①一定程度以上の発ガン性・変異原性・生殖毒性物質（CMR 物質） 

②残留性、蓄積性、毒性を有する物質（ＰＢＴ物質） 

③残留性及び蓄積性が極めて高い物質（ｖＰｖＢ物質） 

④上記以外の化学物質で、人の健康や環境に深刻な影響がありそうなもの（個別に特

定） 

別紙２



 

 

SVHC を JAMP の仕組みに入れるのはなぜか？ 

JAMP では化学物質情報が川上から川下にシームレスに伝達される仕組みを構築してい

ますが、ＥＵにおいて SVHC が成形品中に 0.1 重量％を超える濃度で含有される場合に

は、成形品の供給者は、川下使用者に対し、当該成形品を安全に使用できる情報を伝

達する義務があるためです。 

 

MSDSplus,AIS のヴァージョン２とヴァージョン３の違いは？ 

ヴァージョン３ではヴァージョン２と比較して REACH 遵守のための管理対象基準が追

加されています。また管理対象基準の追加に伴い作成支援ツールを改良しています。 

 

今後、MSDSplus,AIS の書式は変更することを予定しているのか？ 変更するならばそ

の内容は？ 

書式の変更は利用各社のシステムに影響を与える可能性があるのでできるだけ書式の

変更を避けたいと思います。そのため現在入手できる法規制の将来の動向を考慮して、

できるだけ書式の変更が必要にならないように工夫しています。 

 

今後、MSDSplus、AIS の管理対象基準は変更することを予定しているのか？ 変更する

ならばその内容は？ 

法規制、業界基準、世の中の要求に応じて、必要な管理対象物質は変化するので、そ

れに伴って管理対象物資は改訂する必要があります。しかしながら頻繁な改訂は、サ

プライチェーンで混乱が発生するので、できるだけ改訂が少なくなるような工夫をし

ます。 

少なくともＳＶＨＣは、逐次追加されてゆくのでそれに伴う改訂が必要ですが、追加

されたＳＶＨＣが既存の管理対象基準のでなかに含まれている場合は、改訂前版の調

査結果からでも、新規ＳＶＨＣが含有されているか否かの判断は可能と思われます。 

（例えば追加ＳＶＨＣが、既に調査した改訂前の管理対象物質のなかの 67/548/EEC の

中に既に入っていたような場合は、過去の 67/548/EEC への該非判定から追加されたＳ

ＶＨＣが製品の中に入っているか否かを判定することができます。） 

 

JAMP の仕組みを利用すると REACH の遵守でどのような点が改善されるのか？ 

REACH では、化学物質・調剤（注：混合物、溶液等）の供給者は、川下使用者に対し、

化学物質・調剤の情報を伝達する義務があります。また SVHC が成形品中に 0.1 重量％

を超える濃度で含有される場合には、成形品の供給者は、川下使用者に対し、当該成

形品を安全に使用できる情報を伝達する義務があります。このようなサプライチェイ

ンにおける化学物質の含有情報伝達を共通の基準と共通の書式でより簡便・正確・効



 

率的に行えます。 

 

今回の欧州化学品庁の SVHC アナウンスの次に２００９年初めに（仮称）ＳＶＨC 第二

次候補物質のパブリックコンサルテーションが行われると聞いたがJAMPのこれに対す

る対応はどのように進める予定か？ 

パブリックコンサルテーションが行われる時点で確定 SVHC リストの公表時期もアナウ

ンスされますので、この公表時期に間に合うように管理対象基準の改訂を進める予定

です。ただしパブリックコンサルテーションの段階では、ＪＡＭＰの管理対象物質に

は組み込まず、ＳＶＨＣと確定した段階で組み込みます。 

 

ＳＶＨＣ(candidate list) にパブリックコンサルテーション段階の物質をいれないの

はなぜか？ 

パブリックコンサルテーションの段階では、ＳＶＨＣとすべき科学的根拠がまだ十分

に審議されていないものも含まれる可能性があり、ＳＶＨＣに確定する段階でそれら

のものは削除される可能性があります。ＥＵ当局が確定する前にＪＡＭＰが先立って

管理対象物質に組み込むと、ＳＶＨＣであるとの誤解を生じ、いったん誤解されると

ＳＶＨＣから外れた場合でもその誤解を取り除くことは難しいので、それを製造する

メーカーに大きな悪い影響を与えることになります。従って、準備はしておいて当局

がＳＶＨＣと確定してからＪＡＭＰの管理対象物質に組込みます。なお今回提案され

たＳＶＨＣを見るとわかるように、ほとんどのものは、今回の管理対象基準である

67/548/EEC、ＰＢＴ、ＧＡＤＳＬに含まれています。新規に追加されるＳＶＨＣは今

後もかなりの部分がこれらのＪＡＭＰ管理対象物質に含まれている可能性があります。

従って、ＳＶＨＣか確定してかららＪＡＭＰ管理対象物質に組みこんでも実質上の対

応は出来ることが多いと思われます。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

別紙３

Q&A

Q1. 何故MSDSplusやAISが必要なのですか?
REACH規則は、高懸念物質を含有する製品をEU経済域内で上市する事業者に対して、サプライヤへの
安全情報の提供（第33条（1））および消費者からの情報提供の求めに対しては45日以内の情報の提供（
第33条（2））を義務付けています。今の日本には、これらの情報を開示･伝達する仕組みが存在しないの
で、その役割をMSDSplusやAISが担います。もちろん、他の手段を利用することも可能ですが、様々なツ
ールの運用による混乱を避けるため、JAMPはMSDSplusおよびAISの共通利用を推奨します。

Q2. MSDSplusは誰が作成し、誰が利用するのですか？
MSDSplusは、サブスタンス／プレパレーションを製造し販売する事業者が自ら作成し、ユーザへ提供しま
す。MSDSplusは、サブスタンスおよびプレパレーションを購入する事業者が、購入資材の含有化学物質
を適切に把握･管理するために利用します。事業者が販売する製品がサブスタンス／プレパレーションであ
る場合は、入手したMSDSplusを元に自ら製造する製品のMSDSplusを作成します。アーティクルを製造
し販売する事業者である場合は、入手したMSDSplusを元に、自らの製造プロセスの管理情報を加味して
AISを作成します。

Q3. AISは誰が作成し、誰が利用するのですか？
AISは、アーティクルを製造し販売する事業者が自ら作成し、ユーザへ提供します。AISは、アーティクルを
購入する事業者が、購入資材の含有化学物質を適切に把握･管理するために利用します。アーティクルを
製造し販売する事業者は、調達資材のAISを元に自ら製造する製品のＡＩＳを作成します。

ＡＩＳとＭＳＤＳｐｌｕｓの関係ＡＩＳとＭＳＤＳｐｌｕｓの関係

川中メーカはＭＳＤＳ、ＭＳＤＳｐｌｕｓ等
を元に ＡＩＳを作成し、製品含有化学物質情
報の開示・伝達ツールとして利用、原則ユー
ザへ無償で提供することを考える。

ＭＳＤＳ （化学物質排出把握管理促進法）

MSDSplus （ＪＡＭＰが提案）

ＡＩＳ （ＪＡＭＰが提案）

種々の調達・調査 ＡＩＳは既存の仕組み
への橋渡しにも配慮

川上 （Ｓｕｂｓｔａｎｃｅ／Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ）

川中（Article）

川下（Article）

川上の企業へ対しては、川下側企業
へ提供するＭＳＤＳｐｌｕｓの提供
を要請する。

ＡＩＳ （ＪＡＭＰが提案）


